
第 1 回北広島市子どもの権利条例検討委員会 市長あいさつ要旨 
 

 皆様お忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございます。第 1

回北広島市子どもの権利条例検討委員会ということで、この後、委

員の皆様に委嘱状を交付させていただきます。 

 さて、この委員会で皆様に検討していただくことは、市が策定し

ようとしております北広島市子どもの権利条例の素案を作っていた

だくことです。 

 ご承知のように、1989 年 11 月の国連総会におきまして満場一致

で子どもの権利条約が採択され、その後 1994 年に日本も批准したと

ころであります。しかし、条約があるから、また虐待防止などの法

律があるから子どもの権利が守られているかというと、必ずしもそ

うではないと思います。 

 近年、いじめ、不登校、虐待など子ども達に関わる深刻な問題が

多く発生しております。 

 本市では、1 年間に約 400 人の子どもが生まれています。 

 いのちを授けられた時から、子どもは一人の人間であり、北広島

市の市民であり、かけがえのない存在です。 

 北広島市に生まれ、育つ子どもたちが、不安のない明るい未来を



描けることが大切と考えております。 

 子ども達にとって居心地のいい環境は、大人にとっても住み良い

まちになると考えております。 

 これから検討していただく「子どもの権利条例」は、そのための

指針となるものであります。 

こんなことも含めて、皆様方に議論を深めていただきたいと考え

ております。 

 皆様お忙しい中、今回委員を快くお引き受けいただきましたこと

に心から感謝申し上げます。 

 今後、市民の皆様、とりわけ子ども達の意見を聞いていただき、

充実した内容の条例案づくりを皆様方にお願いしたいとご期待申し

上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 


